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令和８年度受験案内 

 

名取市会計年度任用職員 

保育士、児童厚生員、看護師、調理師、 

保育所事務補助員、調理技師、 

児童センター事務補助員採用試験 

名取市健康福祉部こども支援課 

                         〒９８１－１２９２ 名取市増田字柳田８０番地 

                      ＴＥＬ（０２２）７２４－７１８１ 

 

◎試 験 日：令和７年１１月２３日（日）  

◎申込受付期間：令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金） ※必着 

 

１  職種、職務の内容及び採用予定人員 

番号 職 種 業務内容及び勤務時間（予定） 
勤務 

時間数 

採用予定 

人数 

１ 保育士 

保育所での保育業務 

平日 6：45～19：15 の間の変則勤務 

土曜 6：45～18：15 の間の変則勤務 

※勤務時間は予定です。 

※シフト制による勤務に対応できる方 

＊ 

週 29 時間 

８名 

程度 

２ 保育士 

保育所での保育業務（早番・遅番固定勤務） 

平日 6：45～11：45 

   14：15～19：15 

注）土曜日 6：45～18：15 の間の変則勤務

になる場合もあります。 

※勤務時間は予定です。 

＊ 

週 29 時間 

２名 

程度 

３ 
児 童 

厚生員 

児童センターでの児童厚生業務 

平日 9：00～19：15 の間の変則勤務 

長期休業及び学校振替休日 

8：00～19：15 の間の変則勤務 

注）土曜日 8：00～17：15 の間の変則勤務

になる場合もあります。 

 ※シフト制による勤務に対応できる方 

＊ 

週 29 時間 

７名 

程度 
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番号 職 種 業務内容及び勤務時間（予定） 
勤務 

時間数 

採用予定 

人数 

４ 看護師 

保育所での保健衛生に関する業務、医療的ケ

ア及び低年齢児の保育業務 

平日 7：00～19：15 の間の変則勤務 

土曜 7：00～18：15 の間の変則勤務 

※勤務時間は予定です。 

＊ 

週 29 時間 

２名 

程度 

５ 調理師 

保育所での給食調理業務 

平日・土曜 

8：30～17：15 の間の変則勤務 

※勤務時間は予定です。 

＊ 

週 29 時間 

1 名 

程度 

６ 
保育所 

事務補助員 

保育所での事務補助業務 

平日・土曜 

8：30～17：15 の間の変則勤務 

※勤務時間は予定です。 

＊ 

週 29 時間 

3 名 

程度 

７ 調理技師 

保育所での給食調理補助業務 
平日・土曜 

8：30～17：15 の間の変則勤務 

※勤務時間は予定です。 

＊ 

週 29 時間 

６名 

程度 

８ 
児童センター 

事務補助員 

児童センターでの児童の健全育成に係る補助 

平日 9：00～19：15 の間の変則勤務 

長期休業及び学校振替休日の児童厚生業務 

8：00～19：15 の間の変則勤務 

注）土曜日 8：00～17：15 の間の変則勤務

になる場合もあります。 

 ※シフト制による勤務に対応できる方 

＊ 

週 29 時間 

３名 

程度 

 

＊各種行事やシフトの都合上、勤務時間に変更がある場合があります。 

＊勤務時間数は、週 35 時間までの中で採用内定後に相談に応じますが、希望に沿いかね

る場合もあります。勤務場所や勤務時間数等の希望は、申込用紙の２ページ目に記載し

てください。 

 

 保育所：増田保育所、名取が丘保育所、ゆりが丘保育所のいずれか。 
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 児童センター：増田西児童センター（高舘分館を含む)、名取が丘児童センター、 

愛島児童センター、館腰児童センターのいずれか。 

＊正職員同様に定期的に人事異動があります。 

＊シフト制による勤務に対応できる方を優先的に採用します。 

 

２ 受験資格 

職 種 受験資格 

保 育 士 
保育士登録を受けている人、または令和8年3月31日までに登録を受

ける見込みの人 

児童厚生員 

上記の保育士登録（見込）の人または教諭の資格を有する人（令和8年

3月31日までに資格取得見込みの人も含む）、または学校教育法の規定

による大学（短期大学含む）あるいは大学院において、心理学、教育学、

社会学、芸術学または体育学を専修（専攻）する学科(研究科)を卒業し

た人など(令和8年3月31日までに卒業見込みの人も含む) 

看護師 看護師免許を有する人 

調理師 調理師免許を有する人 

保育所 

事務補助員 

保育に関わる業務全般及びパソコン（ワード・エクセルなど）の操作が

できる人 

調理技師 施設給食調理の経験がある人または関心のある人 

児童センター 

事務補助員 

保育士登録または教諭の資格を有していないが、児童の健全育成に関心

のある18歳以上の人 

 

◎  次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ・  禁錮以上の刑又は拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの人 

  ・  名取市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 

  ・  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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３  試験日時及び試験会場 

試験区 分 内    容 試 験 日 時 試験会場 

面接試験 
適格性について、人物

面からの試験 

令和7年11月23日（日） 

 

※面接試験の開始時間は受験人数

により前後します。 

 個別に送付する受験票により集

合時間等をお知らせします。 

名取市役所 

会議室 

 

４  申込受付期間及び受験手続き 

受 付 期 間  

令和7年10月1日（水）～10月31日（金） 

午前9時～午後4時 30分。ただし、土曜日・日曜日及び国民の祝日に

関する法律に規定する休日は除きます。 

 

※郵送の場合は、10月31日（金）必着とします。 

申 込 方 法 

専用の申込用紙（3枚セット＋指定の経歴書（経歴書は保育士、児童

厚生員、看護師、調理師、調理技師は必要）に必要事項を記入（6ヶ月

以内に撮影した上半身の写真を添付）して、資格証明書（保育士の場合

は「保育士証」、資格見込の場合は見込書)の写し、110 円切手を貼った

返信用封筒を添えて、こども支援課まで直接お持ちいただくか、郵送に

よりお申込み下さい。 

 

※児童厚生員を受験申込する人で、保育士または教諭の資格を有しない 

人については、受験資格の欄に記載されている学科の卒業証明書(見込

書)を添えて下さい。 

 

※受験申込書は、健康福祉部こども支援課（市役所１階）窓口で配付す

るほか、市のホームページからもダウンロードできます。 

受験票の交付 

受験票は、同封された返信用封筒により送付します。 

11月7日（金）までにお手元に届かない場合は、こども支援課へお問

い合わせ願います。 

 

５  合格の発表 

   合否を受験者全員に通知します。（12月5日頃発送予定） 
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６  試験結果の開示 

     この試験の結果については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

により、口頭で開示を請求することができます。 

     ただし、電話、はがき等による開示の請求はできません。 

 

７  採用及び報酬等 

 （１）身分及び報酬等 

     身分は短時間の「会計年度任用職員」です。 

 

（２）報酬月額 

※下記金額は、採用１年目の金額（令和7年4月1日現在）です。 

   保育士・児童厚生員   月額157,559円～187,005円（週29時間の場合） 

   看護師         月額177,292円～195,176円（週29時間の場合） 

調理師         月額144,917円～159,871円（週29時間の場合） 

保育所事務補助員    時給1,161円（週29時間の場合、月額141,448円） 

調理技師        時給1,175円～1,287円 

（週29時間の場合、月額143,144円～156,865円） 

児童センター事務補助員 時給1,161円（週29時間の場合、月額141,448円） 

      

 通勤手当（相当額）を別途支給します。 

 勤務時間数によっては、期末・勤勉手当を年間2回、支給します。 

 所定の勤務時間を越えて勤務を命じられた場合は、超過勤務手当（相当額）

を支給します。 

 原則として共済組合（短期給付・福祉事業）、厚生年金と雇用保険に加入し

ます（勤務時間数によっては加入できない場合もあります）。 

 退職手当の支給はありません。 

 

 （３）任用期間 

採用は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。 

     勤務実績により再度の任用の可能性があります。 

 

 （４）勤務条件 

     １ページの職種（番号１～８）により勤務時間、勤務場所が異なります。変則

勤務(シフト制）のため１日の勤務時間は変動しますが、週あたりの勤務時間数は
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週 29 時間を想定しています。ただし、週 35 時間までの中で、採用内定後に相談

に応じます（希望に添えない場合もあります）。 

     主任保育士としての任用はありません。 

※詳しくは担当（こども支援課）までお問い合わせください。 

 


